
真岡市行政評価システム
評価対象年度 年度 作成日 年　      月  　    日

事務事業名

政策名

担当

事業概要

事務事業マネージメントシート

施策名

成果指標

名称 単位 年度実績 

　　　　年度
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今後の方向性と
具体策

廃止　　    休止 　　   目的絞込み 　　   目的拡充 事業統廃合 　　   事業のやり方改善 予算削減　 　   予算増大 現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）

【具体的な改善案】

令和2 令和3 04 15

病児・病後児保育事業 健康福祉部　保育課　保育係

02 「笑顔づくり」～安心と元気アップ！～ 9 子育て支援の充実

2

病児保育事業所数 か所 1

病後児保育事業所数 か所 1

病児・病後児保育事業延べ利用者数 人 295

【病児保育事業】
児童が病気の「回復期に至らない場合」で、かつ、当面の症状に急変が認められない場合において、当該児童を一時的に保育する事業。西真岡Sick Kids（西真岡
こどもクリニック内）において実施している。
【病後児保育事業】
児童が病気の「回復期」で、かつ、集団保育が困難な期間において、当該児童を一時的に保育する事業。西真岡第二保育園において実施している。
【財源】
・子ども子育て支援交付金　国１/３、県１/３、市１/３

病児保育事業及び病後児保育事業を実施している施設に対し、委託料の支払いを行った。また、ＨＰや広報紙等により、事業の周知を行った。
・病児保育事業委託料  １６，９６５，４００円
・病後児保育事業委託料  ６，４００，０００円
今後、病児保育の送迎時において、チャイルドシートの装着を行うために、事業所及びタクシー会社と調整を図っていく。

2

■

病児保育事業及び病後児保育事業に対し、法に基づいた委託料の支払いを引続き行っていく。また、市民に対する事業の広報についても、引続き行っていく。


